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【フォローアップの意義】 

『多摩川水系河川整備計画』【直轄管理区間編】は、約 2 年の歳月をかけ
て様々な立場の人々が議論を重ね、平成 13年 3 月に策定された、河川法に
基づく計画です。 
多摩川の整備・維持管理は、この河川整備計画に沿って実施しており、

その状況については、これまでも、多摩川流域懇談会が主催する多摩川流
域セミナーや多摩川流域懇談会運営委員会での意見交換、ホームページを
利用した情報の提供と意見の収集等を通じて、随時、フォローアップして
まいりました。 
京浜河川事務所では、河川整備計画に対するフォローアップの意義とそ

の仕組みを次項のように考えます。 
1 河川整備計画が目指す目標を具体化する施策の達成度や達成の方法
等を点検することで、その達成に向け責任を持って進捗させていく
仕組みをつくる。 

2 河川整備計画策定プロセス時と同様に、点検の結果を市民に対し幅
広く説明し透明性を確保するとともに、多摩川流域セミナーなどい
ろいろな機会を通じ市民と意見交換し、さらに多摩川流域委員会で
の意見を聴きながら点検することで、河川整備計画のよりよい達成
を進める仕組みをつくる。 

3 洪水等防止軽減水準の向上状況、流域の社会状況、自然状況などの
変化や、新たな知見、技術の進捗等は、河川整備計画の内容そのも
のにかかわるため、絶えず監視を行い、その変化によっては必要に
応じ河川整備計画の見直しにつなげる仕組みをつくる。 

4 フォローアップは持続させてこそ意味があり、継続してフォローア
ップすることで改善につながる仕組みをつくる。なお、フォローア
ップはまだ完成されたものでないので、試行錯誤を重ねながらより
よい仕組みをつくる。 

5 フォローアップの成果を積み上げていくため、適宣「多摩川水系河
川整備計画フォローアップレポート」を、河川整備計画の策定者で
ある河川管理者が、前項を踏まえて作成する。 

このフォローアップは、市民と行政との活発な意見交換をすることで、
より充実したものになると考えます。 
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【河川法の歴史】 
平成 9 年の河川法改正によって、「治水」「利

水」「環境」を総合的にとらえた「河川整備計
画」を策定することが義務づけられました。 

 
河川に関する法律である「河川法」は、それ

までは、右の図のように、治水のみを取り扱
っていた時代、治水に利水が加わった時代、
と変化していき、平成 9 年に現行の法律にな
りました。 

 
【河川法改正のポイント】 
河川法改正で、大きく変わった点が２点あり

ます。 
◆右の図のように、「河川環境の整備と保
全」を河川法の目的として位置づけたこ
とです。 

◆新しい河川整備の計画制度を創設することが定められたことです。これが
「河川整備計画」です。この計画を作るときには、「地域の意見を反映させ
ること」が義務づけられました。 

 
【多摩川での河川法改正の意味】 
多摩川における河川整備は、これまで治水、利水の河川工事についての基本的

事項を示した「工事実施基本計画」（法定計画）に基づき、工事が実施されてき
ました。また、環境面においては、昭和 55 年に策定された「多摩川河川環境管
理計画」に基づき、多摩川の自然環境の保全、秩序ある利用が図られてきました。 
平成 9 年の河川法改正を受けて、行政と市民が約 2 年の歳月をかけて議論を重

ね、関東でトップを切って平成 13 年 3 月に策定されたのが「多摩川水系河川整
備計画」です。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
多摩川では行政と住民が一体となり、よりよい川づくり、まちづくりを推進し

てきたという歴史があります。多摩川水系河川整備計画の策定にあたっては、こ
うした背景のもと、市民も参加しながら、計画づくりが始められました。 

 
整備計画は、市民、行政、河川管理者など多摩川に関わる様々な立場の人たち

と情報を共有し、意見交換を重ねながら、ステップ バイ ステップで策定されま
した。 

 
この計画は、多摩川を愛する多くの人々によって支えられ、つくられてきたも

のです。立場の違う人達が集まり、同じ目線で話し合う形式は多摩川が初めての
試みです。 

多摩川水系河川整備計画の背景（１） 

「治水」「利水」「環境」の調和を図った法定計画です ステップ バイ ステップ みんなで創った計画です 

河川制度の流れ 
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計画対象区間は、多摩川の中でも国（国土交通省）が管理を行っている「直轄

管理区間」としています。下の地図の濃いブルーで示している部分です。 
ただし、上下水道、地下水、氾濫流など、多摩川水系の河川水が関わる地域も

計画対象区間としています。 
計画の対象期間は、およそ 20 年～30 年としています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※白丸ダムについては、平成 14 年 4 月に事業を完了し、管理を東京都に移管
しました。 
 

計画対象区間と期間 

 

計画の対象区間と期間 

多摩川水系河川整備計画の背景（２） 
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多摩川の流域は、東京都の 26 市区町村、神奈川県川崎市の 6 区、山梨県の 1

市 2 村にまたがっています。多摩川流域が含まれる市区町村の人口総数は、昭和
50 年までは急増しましたが、高度成長期が終わった昭和 50 年代以降は穏やかな
伸びになっています。多摩川水系河川整備計画が策定された平成 13 年 3 月から
平成 15 年 3 月までの 2 年間で、人口は約 2％増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 11 年 6 月の福岡水害や、平成 12 年 9 月の東海豪雨等、都市型水害の頻

発を背景として、平成 13 年 7 月 3 日に、「水防法の一部を改正する法律」が施
行されました。これに基づき、洪水予報河川が拡充され、河川管理者による浸水
想定区域の公表がなされるようになりました。 

京浜河川事務所では、多摩川の浸水想定区域図を平成 14 年 2 月 28 日に公表
しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 15 年 6 月に、著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河

川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、流域水害対策計
画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のため
の規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等の新たな法制度「特定都市河川浸水
被害対策法」を施行しました。 

京浜河川事務所では、管内の鶴見川について、この新法への対応について検
討を進めているところです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とした「自

然再生推進法」が、平成 15 年 1 月 1 日に施行されました。この法律は、我が国
の生物多様性の保全にとって重要な役割を担うものであり、地域の多様な主体の
参加により、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林、サンゴ礁などの自然
環境を保全、再生、創出、又は維持管理することを求めています。 

多摩川では永田地区（河口より 52km）において、生態学的な視点で河川を
理解し、川のあるべき姿を探るために、大学等の研究者などと協働で本来の生態
系の回復に向けた研究を進めています。 

整備計画策定後から今までの社会情勢の変化・自然の状況等について（１）

社会情勢の変化 

5,382,625 5,422,675 5,464,789
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）

多摩川流域が含まれる市区町村の人口の推移 

資料：「全国市町村要覧」 各年 3 月 31 日現在の値 

人口の推移 

水防法の改正 

自然再生推進法の施行 

特定都市河川浸水被害対策法の施行 

H12.9 東海豪雨で破堤した新川（西枇杷島町） 

東海豪雨で水没した自動車 

写真：内閣府防災担当のホームページ 
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平成 10 年 12 月に、「特定非営利活動促進法（通称NPO法）」が施行されまし
た。この法律は、NPO などの市民活動を行う民間の非営利団体が、簡易かつ迅
速に法人格を取得するための基準や手続きを定めたもので、増えつつある NPO
の活動の活発化をねらっています。 

この法律の施行により、全国で認証を受けた NPO 法人が急激に増加していま
す。 
多摩川流域内
でも、多くの
市民団体が
NPO 法人と
なり、活発な
活動を行って
います。 
 
 
 
 

平成 13 年 4 月に、「特定家庭用機器再商品化法（通称家電リサイクル法）」が
施行されました。この法律は、廃棄物の減量と資源の有効利用を通じて循環型経
済社会の形成の実現を目的にし、使用済み家電製品の収集・運搬やリサイクルを
進めるために、消費者、小売り業者、製造業者および輸入業者にそれぞれ役割を
定めたものです。これにより消費者は、エアコン、テレビ、冷蔵庫などを適切に
廃棄することが義務づけられました。 

この法律の施行により、河川敷や山中等への不法投棄が増えたことが問題と
なっています。多摩川・浅川でも、多くの不法投棄がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成 10 年度に改訂された新学習指導要領に基づき、小・中学校では平成 14
年度から「総合的な学習の時間」が本格的に導入されました。 

「総合的な学習の時間」は、これまでとかく画一的といわれてきた学校の授
業を変えて、 

（1）地域や学校、子どもたちの実態に応じ、学校が創意工夫を生かして特色
ある教育活動が行える時間 

（2）国際理解、情報、環境、福祉・健康など従来の教科をまたがるような課
題に関する学習を行える時間 

として新しく設けられたものです。 
京浜河川事務所では、「水辺の楽校」プロジェクトの推進など、総合的な学習

の時間への支援を積極的に行っています。 
 

 
 
平成 15 年 3 月、水問題を国際的な課題として話し合う場、第３回世界水フォ

ーラムが、日本で開かれました。世界水フォーラムでは水循環の健全化も大きな
話題となり、京浜河川事務所は「日本における総合的水マネジメント」と題して
事務所の取り組みを世界に紹介しました。 

京浜河川事務所では、水循環の健全化の視点から、水流実態解明プロジェク
トの推進や多摩川源流再生プロジェクトの支援をしています。 
 
 
 
 
 

総合的な学習の時間 

整備計画策定後から今までの社会情勢の変化・自然の状況等について（２）

第３回世界水フォーラム 

NPO 法の施行 

NPO法人の認証数の推移（全国）
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データ出典：内閣府 NPO ホームページ 

家電リサイクル法の施行 

リサイクル法対応家電の不法投棄数（多摩川・浅川での合計）

0

25

50

75

100

テレビ 冷蔵庫 洗濯機 ｴｱｺﾝ

台

H13年度
H14年度

 

河川敷に捨てられたテレビ等のゴミ 解体され捨てられた家具 

【多摩川に捨てられたゴミ】 
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【出水の状況】 
整備計画策定後、２回の比較的大きな出水がありました。それぞれの出水の状

況は、次のとおりです。 
 

● 平成 13 年 9 月 10 日 台風 15 号 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
・ 被災箇所とその様子は、次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然の状況 

整備計画策定後から今までの社会情勢の変化・自然の状況等について（３）

・ 総雨量は S49.9 水害よりも大きい観測所もありました。 
・ 台風の移動速度が遅く、約 3 日間雨が降り続いたため、洪水の継続時間

が非常に長いのが特徴でした。 

・ 多摩川流域を中心に雨が降り続

きました 

・ 9 月 10 日の 15 時から 11 日の 15 時まで、約 24

時間にわたって警戒水位の付近まで水位が達し

ました。 

・ S49.9 の小河内の総雨量 485 mm に対し、H13.9 の総雨

量は 160 mm ほど上回り、649 mm でした。 

・ 約３日間、雨が降り続きました。 

・ 時間雨量のピークは 9 月 10 日の 10 時で、

雨量は約 50 mm でした。 

多摩川右岸 日野市石田の被災状況 

洪水継続時間の長い出水により、堰の中央

部が破壊され流失しました。 
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●平成 14 年 10 月 1 日 台風 21 号 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
・ 被災箇所は、次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

整備計画策定後から今までの社会情勢の変化・自然の状況等について（４）

多摩川右岸 川崎市中瀬 1 丁目 多摩川左岸 世田谷区宇奈根 1 丁目 浅川右岸 日野市南平 

・ 急激に強い雨が広範囲に降ったために、総雨量は少なくても、大きな出
水につながりました。 

10 月 1 日 16：00 10 月 1 日 18：00 10 月 1 日 20：00 10 月 1 日 22：00 

・台風の移動速度が速かったために、台風は多摩川流域を短時間で通過しました。 

・ 短時間に強い雨が降り、ピークは 10 月 1 日 20

時の約 30 mm でした。 

 

・ 急激に水位が上がり、短時間で警戒水位を

超えるほどになりました。 
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【水質の状況】 
・ 多摩川本川における水質（BOD75%値）の経年変化は、以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
・ これによると、近年はいずれの地点でも環境基準値を満足しています。 
 

【動植物の状況】 
・ 多摩川での動植物の確認状況は、最新データ（平成 9 年度から平成 14 年度

の調査結果）では、次のとおりになりました。 
 
 

分類 確認種 

魚類 61 

底生動物 322 

植物 917 

鳥類 119 

両生類 9 

爬虫類 8 

哺乳類 13 

陸上昆虫等 1165 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

【ＩＴ技術の進歩】 
・ 近年めざましく進歩したのが、ＩＴ（インフォメーション・テクノロジー＝

情報技術）です。 
・ 特に、インターネットと携帯電話の普及にはめざましいものがあります。近

年では高速度で大容量のデータ転送が可能なブロードバンドが急速に普及
してきています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ これらの技術の進歩を活用して、京浜河川事務所では、下記のような取り組

みを重点的に進めています。 
   マルチコールサービス（平成 14 年度） 
   浸水想定区域図のホームページでの公表（平成 13 年度） 
   ライブカメラ・水位・雨量のリアルタイム情報の提供   など 

技術の進歩 

整備計画策定後から今までの社会情勢の変化・自然の状況等について（５）

各調査の最新データ 

■インターネットの利用者数・普及率の推移（全国） 

■携帯電話・PHS の加入者数の推移 

出典：総務省関東総合通信局発行「コムフォ KANTO2003 年 5 月号」 

主要地点水質経年変化図（BOD 75%値）　水系名：多摩川
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多摩川－拝島橋　　　　（環境基準値A)

多摩川－多摩川原橋　　（環境基準値B)

多摩川－田園調布堰(上)（環境基準値B)

多摩川－大師橋　　　　（環境基準値B)

← 環境基準値 B(3mg/l) 

← 環境基準値 A(2mg/l) 

カワラノギク 

カワラハハコ 

カワラバッタ 
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 多摩川の自然な流れや環境、河川敷の利用状況等を考慮しつつ、洪水を安全に
流せるように整備を行う目安となるのが、河岸維持管理法線（防護ライン）です。 
 ｢水の流れる場所はできるだけ堤防から遠ざけて、川の中心にあるべきだ｣とい
うこれまでの考え方にとらわれず、河道断面に洪水を安全に流せるだけの深さや
幅が確保できる場合は、多摩川の自然な流れを生かした計画にしています。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 防護ラインは堤防に近寄っているところ、離れているところがありますから、
それぞれの状態に応じて｢重要度｣を定めています。 
 下の表のように、防護ラインの位置と併せて、河川敷の幅や河川敷の利用状況
など、その場所に応じて維持管理の重要度も示しています。 
 
 
 
 
 
 

 

河岸維持管理法線(防護ライン)を設定し、自然な川の流れを最大限尊重しました 
計画の特徴～point1 

多摩川の自然な流れを生かします。 堤防の重要度に応じて整備を実施します。 

Ａ
原則として
堤防法尻から
40m未満

○設定した防護ラインが堤防に近いため、計画的な防護が必要
な場所
○設定した防護ラインが堤防に近くはない（堤防からの距離
が、40m以上の場合）が、堰や橋梁等の周辺で堤防の防護が必
要な場所とその周辺
●原則として早急に必要な防護を実施

(特Ａ)
原則として
堤防法尻から
20m未満

○設定した防護ラインが堤防により近いため、計画的に強固な
防護が必要な場所
○設定した防護ラインが堤防に近く（堤防からの距離が、20ｍ
以上で40m未満の場合）、堰、橋梁等の周辺でもあるため堤防
への影響を勘案し計画的に強固な防護が必要な場所
○規模の大きい水門や樋管の設置されている場所
●原則として早急に強固な防護を実施

Ｂ
堤防法尻から
40m以上

○河川敷が公園・グラウンド等に利用されている場所
○河川敷の利用はないが、治水上の観点から低水路平面形状を
維持する必要のある場所（浅川合流点付近など）
●原則として河岸が削られてきた場合に防護を実施

Ｃ
堤防法尻から
40m

○河川敷の利用がなく、当面は低水路平面形状を維持する必要
がない場所
●原則として河岸が削られてきた場合に対策を実施

Ｄ

堤
防
計
画
が
な
い
区
間

河川敷がない
場合は河岸の
上部。

河川敷があり
利用がある場
合はその前面
とし、利用が
ない場合は河
岸の上部。

○侵食による河岸の崩落の防止及び崩落による河道埋塞等を回
避するための維持が必要な場所
●原則として河岸の侵食により崩落の危険性が発生した場合に対策
を実施

堤
防
計
画
区
間

区分にあたっての
その他の留意事項

○重要度が著しく変化する箇所では、短い区間での重要度設定を行わずに、連続する一連区間として重要度を設定する。

防護必要幅

強固な防護

防護必要幅

将来の計画の中で掘削
及び防護を実施※

公園・グランド等
の利用

ＨＷＬ

河岸維持管理
法線

河岸維持管理
法線

公園・グランド等の利用

防護必要幅 自由な流れの変化を許容

河岸が洗掘されてきた
場合に防護を実施



 10

 
 
 
 
 
 
 
多摩川の“自然環境の保全”と“秩序ある利用”を規定したものが「多摩川河

川環境管理計画」(略称｢環管
か ん か ん

計画
け い か く

｣)です。自然環境の保全と利用の調和を目指し、
人と川とがよりよい関係を結ぶために、３つの基本方針を定めています。 

１． 多摩川と市民とのふれあいの場を提供する。 

２． 多摩川らしさを維持する。 

３． 多摩川らしさを活用する。 
 
 
 
 
昭和 55 年に、市民のみなさんとの対話を経た｢多摩川河川環境管理計画｣が策

定されました。｢環管
か ん か ん

計画
け い か く

｣では、多摩川の河口から万年橋までの区間を 5 つのゾ
ーンに分け、さらにその地域ごとの特性や市民の要望によって 8 つの機能空間区
分に分けて、利用と保全のルールを定めています。 
｢環管計画｣は、河川整備計画の策定にあたって、その内容を時代の変化に対応

したものに見直し、その内容が｢環境｣の基本として、法定計画である河川整備計
画の中に位置づけられました。従来 5：5 であった自然系空間と人工系空間の比
率は、6：4 と改められ、より自然を重視した空間区分となりました。また、下
流部について、水面、水際部を対象として管理区分を設定しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
河口から調布橋の区間は

ボート遊びや釣りが盛んな
ので、利用する人の安全と自
然環境を守るために、水面と
水際についてそれぞれ区分
を設定しています。 
 
 
 
 
 
 
河川敷については、河口から万年橋までの区間を 5 つのゾーン、8 つの機能空

間区分に分けて、利用と保全のルールを定めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川敷、水面、水際の空間を、機能に応じて区分しました 

5 つのゾーン 8 つの機能空間区分 

A 人工整備ゾーン 

B 施設利用ゾーン 

C 整備・自然ゾーン 

D 自然利用ゾーン 

E 自然保全ゾーン 

① 避難空間 
② 地先施設レクリエーション空間 
③ 広域施設レクリエーション空間 
④ 運動・健康管理空間 
⑤ 自然レクリエーション空間 
⑥ 文教空間 
⑦ 情操空間 
⑧ 生態系保持空間 

河川敷の区分 

水面・水際の区分 

水面・水際の区分の設定図

「多摩川河川環境管理計画」の基本方針 

9 

 

機能空間区分を設定し、河川の利用と保全のルールを定めました 
計画の特徴～point2 



 

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
多摩川水系河川整備計画には、施設の整備などの「ハード面」の対策だけでは

なく、日々の管理や利用のルールづくり、情報提供システムの構築などの「ソフ
ト面」の対策も含まれています。 
川づくりは、整備したものがきちんと機能する必要があるからです。 
そのために必要なことを継続してやっていくのが維持管理です。 

 
 
 
 
水位、流量、雨量、水質、地震等の河川に関連する情報のデータ収集を行い、

その情報を地域の住民の方々に提供する情報収集･提供システムを整えていきま
す。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
たとえば Point.2 でご説明した｢機能空間区分｣については、人工系空間、自然

系空間それぞれで、次のようなルールを作りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川づくり全般の計画を定めました 
計画の特徴～point3 

多摩川水系河川整備計画は、維持管理も含めた計画です 

空間利用のルールづくり 

河川に関連する情報の提供 
人工系空間 自然系空間 

人工系空間（②、③、④空間）
については、施設の管理者に対
して、次のような審査、指導を
行います。 
 
1）万人が使える日々が適切に
あること 
2）裸地化を極力避けること 
3）生態系および水質への悪影
響が懸念される化学物質等は
極力使用しないこと 
4）多くの市民の要望を受けて
いること 

自然系空間（⑤、⑥、⑦、⑧空

間）については、人や車の出入

りについて、管理方針を指導し

ていきます。 

この他にも秩序ある利用のために 
 
1）不法利用 
2）不法行為 
3）秩序ある水面利用 
4）水難事故 
5）不法放置船舶等 
6）ホームレス（河川敷の野宿生活者） 
 
などの対策を推進します。 
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戦後最大級の洪水を安全に流せるような整備を行い、人々の生命・暮らし・財産
を守ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●堰対策 
堰による流れの阻害で河床に溜まった土砂をさ

らい、本来の河道断面に戻す工事を行います。また
抜本的な対策として、堰そのものについても検討を
行っていきます。 

 

 

●河道掘削 
多摩川本川では、各堰の対処を行い、堰上流部の

河道を広げ、溜まった土砂をさらいます。 
 

 

●築堤対策と陸閘の解消 
堤防の必要な高さや幅が不

足している区間については、
それを確保するよう努めます。
陸閘については解消し、築堤
していきます。 

 

●樋門対策 
築堤整備が必要な箇所に樋門がある場合には、築

堤にあわせて、この樋門の機能を保持する樋門対策
を行います。 

 

●床止め対策 
浅川では老朽化した床止めが阻害となり、土砂が

溜まっている箇所などがあるため、床止めの改築・
撤去・新設を実施します。 

 

●高潮対策 
河口から六郷橋（大田区仲六郷）までの区間において、高潮に対応した堤

防の整備等を実施します。 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（１） 
1.整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action1 

洪水対策には、洪水の流量を安全に流すことのできる河道を

整備すること（ハード対策）と、洪水がおこった場合にも被害

を最小限に抑えるようなしくみをつくること（ソフト対策）の

２つがあります。 

整備計画を実施するにあたって、ハード対策とソフト対策の

両面をそれぞれバランスよく行うよう配慮しながら取り組んで

います。 

①河道断面を確保します 

⑤広域防災対策を行います 

防護ライン 

①河道断面を確保します 

③総合的な治水対策 
を行います 

  洪水対策のイメージ 

②堤防等の安全性を向上
させます 

①河道断面を確保
します 

④超過洪水対策を
行います 
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●堤防強化対策 
堤防等の安全性向上対策とし

て、流水により浸透・浸食に対し、
堤防等を保護します。 

 

 

 

 

●漏水対策 
漏水は堤防の決壊につながります。その

ため、漏水のおそれのある部分の補強を行
います。 

 

 

 

 

 

●水衝部対策 
堤防崩壊の危

険性があるので、
水衝部（水が直
接当る部分）に
浸透・浸食が見
られる箇所の補
強を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域の保水・遊水機能を増進するとともに、緊急時に被害を最小にするよ
うなソフト対策を行います。 

 
 

 

   ⇒ action５ 参照 
 

 

 

震災発生時に防災施設や被災地域等との確実な連絡を図るための緊急的な
輸送路として、緊急河川敷道路の整備を行います。 
また、震災時の拠点ともなる地域防災活動拠点（洪水・高潮災害時には、

水防拠点及び河川防災ステーションとして機能）を東西方向の主要道路と緊
急用河川敷道路に整備します。 

 

 

 

 

 

 

②堤防の安全性を向上させます ③総合的な治水対策を行います 

④超過洪水対策（高規格堤防）を行います 

⑤広域防災対策を行います 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（２） 
1.整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action1 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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① 災害時の情報（国土保全管理情報）を的確に集めます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 河川巡視、モニタリング活動により、異常の早期発見に努め、機動的な維 

持管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

③ 河川管理施設の適切な操作を行い、機能を維持していきます。 

 

 

 

 

④ 被災時における二次災害の防止に努めるため、平常時は被害軽減のための 

洪水、高潮体制の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

⑤ 関係機関と連携して広域防災機能を強化します。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 災害時の情報提供体制の充実を図っていきます。 
 

 

 

○洪水、高潮等による災害を防止、または被害を最小限におさえ

るために～治水に関する維持管理 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（３） 
1.整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action1 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

水位・流量観測施設 雨量観測所 
水質自動監視装置 

河川巡視 

水防訓練 

防災ステーションの 

イメージ図 

京浜河川事務所内の災害対策室の様子 
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被災直後（平成 15 年 9 月） 

施工中の状況（平成 14 年 6 月）

 

 

 

 

 

 

 

●被災した四谷本宿堰の堰対策を実施しています。 

  平成 13 年 9 月台風 15 号の出水により、堰の中央部が流出し、河道

中央部で局所的な河床の洗掘が発生したため、河川整備計画に基づく

河道断面の確保対策として、流下能力不足の原因であった堰を撤去し、

流下能力の向上を図るとともに、河床の安定化 

 を図るため、床固対策を実施しました。 

  実施にあたっては、本施設が農業用水の取水を目的とした施設であ

るため、利水者及びその関係機関である西府用水組合、府中市、東京

都産業労働局と河川管理者である京浜河川事務所との４者間で、四谷

本宿堰のあり方と適正な水利用について協議を行い、堰対策や取水施

設の構造などについて決定しております。 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、堰地点の流下能力が上がり整備計画の目標流量を流下させ
ることができるようになるとともに、河床が安定化し治水安全度が向
上しました。また、堰上流に堆積していた土砂が下流に供給させるよ
うになり、縦断方向の土砂の連続性が確保されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 13 年 9 月洪水の流量が流れた場合、最大約 80 cm の水位低下
となると試算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

① 河道断面を確保します 

実施 効果 

 石田大橋 

 石田大橋 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（４） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 



 15

浅川右岸 6.9km 長沼町付近 
堤防天端付近まで水位が上昇した状況 

 

 

 

 

 

 
 

●浅川緊急改修を行っています。 

 

浅川では、平成１１年８月１４日の熱帯低気圧に

よる豪雨で、百草・長沼床固が被災を受け、また、

土砂の堆積や床固めなどの構造物により流下能力が

不足している、下流部と中流部においては計画高水

位（H.W.L.）を超える大出水となりました。 

このため、平成１１年度から被災した箇所の改修

と、流下能力が不足している下流部と中流部におい

て、早急に改修する必要があるため、下流部は多摩川の合流点付近からふれあい

橋下流までの約１，６００ｍの区間と、中流部は長沼橋下流の長沼床固から浅川

の支流山田川までの約１，６００ｍの区間で、床止対策や河道掘削、低水護岸整

備、湯殿川・山田川の合流点処理、築堤などの緊急改修工事に着手し、戦後最大

規模の洪水を安全に流下させる河道整備を進めてきました。 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
河道断面の確保と堤防の安全性向上を目的とした整備を実施。 
 下流部では 

・新井床固の撤去，石田床固の撤去 
・約１，６００ｍの区間の河道掘削 
・低水護岸を両岸で約３，２００ｍ 

       を施工し、緊急改修は完了しました。 
      中流部については、 

・長沼床固の改築 
・湯殿川床固，山田川床固の新築 
・ 一部の河道掘削 
・ 一部の低水護岸を両岸で約１，３００ｍ 
の整備を行いました。（平成 15 年度に完了予定） 

 
その結果、流下能力が確保されるとともに堤防が強化され、戦後最大
規模の洪水を安全に流下できるようになります。 

実施 

効果 

① 河道断面を確保します 

→ 河道断面の確保 

→ 堤防の安全性向上 

→ 河道断面の確保 

→ 堤防の安全性向上 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（５） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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●平成15 年度から『多摩川堤防侵食集中対策プロジェクト』がスタートします。 

 

 

 

 多摩川は関東の中でも比較的急勾配な河川であるため、水の流れも速く、過去

に多くの河岸侵食等の被災を受けています。 

 平成 13・14 年の出水でも被災しており、特に水衝部といわれる川の蛇行部分
で著しい被災を受けています。この水衝部は、河岸前面の局所洗掘が進む一方で、
対岸側が陸域化しており、さらなる河床洗掘を助長していきます。今後の洪水の
規模によっては河岸侵食だけではなく、堤防にまで被害がおよぶなど皆様の安全
を脅かす可能性も考えられます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備にあたっては、整備計画（水衝部対策）で「早急に強固な防護が必要」と
定められている河岸維持管理法線“特Ａ”の区間について、総合的な検討を行っ
たうえで順番を決め整備を行います。 
まずは、特に被災が多く発生しており、人口や資産の集中している中流部の

10 箇所について４年間で完成を目指します。 

 具体的な整備方法としては、『堤防を強化するための高水護岸と高水敷の造成』
と『河岸を強化するための低水護岸と根固ブロック』。また、みお筋の固定化や 
砂州の陸域化を解消するため、土砂移動の観点から必要に応じ『対岸側の掘削と
河床整正』を実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

② 堤防の安全性を向上させます 

 
国土交通省において平成１５年度から全国で新たに設定された『緊急対策特

定区間』のうちの一つで、緊急性の高い箇所に期間を定めて集中的に投資し、

投資効果の早期発現を図るものです。 

このプロジェクトは 

そこで、被害を受けてから対処する
のではなく、事前に危険な箇所を強化
することで、最悪のケースとなる堤防
の崩壊を極力防ぐよう緊急的に整備

を実施します。 
このプロジェクトが完成することで、侵食に対する安全性が確保され、一度

の出水で堤防まで被害が及ぶ危険性のある箇所が減少します。 

調布市石原地先 日野市石田地先 

平成 14 年 9 月の出水による被害 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（６） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 
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●浸水想定区域図を公表しました。（H14 年 2 月） 

浸水想定区域図は、多摩川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨で
ある、概ね 200 年に一回程度起こる大雨が降ったことにより、多摩川が
氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めた
ものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氾濫が起こった時の状況を、住民のみなさんに知っていただき、対処方
法について考えてもらい、もしもの時に備えていただくことで、被害を
減らすことに役立ちます。 
今回の公表は、日本初、インターネットで検索・表示ができるシステム
での公表です。これにより、自宅に居ながら知りたい場所の住所や郵便
番号から検索が可能で、想定される浸水の状況に関する情報が入手しや
すくなりました。 

 
 
 
 
 
 
 

●河川情報板を二ヶ領せせらぎ館､八王子駅前に設置しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
洪水時には、降雨や水位、河川映像をはじめ河川の出水状況や気象情報な
ど表示します。 
平常時には、ニュースや天気予報から防災啓発や地方自治体の広報まで幅
広く情報を提供しています。 
通勤や買い物の途中でも、緊急情報の入手が可能になりました。平常時に
も川に関する情報に触れることで川に関心を持ってもらえます。 
 

●電子メールを使ったマルチコールサービスを開始しました。（平成14年 4月から） 
マルチコールなど IT を活用した
災害情報を提供しています。 
※マルチコールサービスとは、河
川浸水情報配信サービスのこと
で、雨量・水位の観測値が基準
値を超えたときに利用者に電子
メールで知らせるサービスです。 

自動的に情報が送られることで、
一早く危険を察知することがで
きます。 
 
 

③ 総合的な治水対策を行います 

実施 

効果 

ニヶ領せせらぎ館（平成 13 年 7 月運用開始） 八王子駅前（平成１５年５月運用開始） 

実施 

効果 

実施 

効果 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（７） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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   ⇒ action５ 参照 
 
 
 
 

洪水等の非常時に備えること

を目的として、情報関連施設

や緊急河川敷道路や防災ステ

ーションなどの整備を進めて

います。 

 
 
 

 

 

 

 

 

●光ケーブルを、多摩川約 42km、浅川約 14km に設置しました。 

大容量の情報を送ることができる光ファイバーケーブルの整備で、河

川管理に関する情報（カメラによるリアルタイムの映像や、水位・水

質などの観測情報）が必要な時に素早く取り出せるようになりました。 

これにより、洪水時に危険に備えるとともに、日常の維持管理におい

てもその効果が期待されます。 

 

 

 

 

 
●情報コンセントを、多摩川で 26 箇所、浅川で 5 箇所に設置しました。 

河川沿いに敷設した光ファイバーケーブルに沿って、映像・音声・デ

ータの送受信を可能とする情報コンセントを整備しました。 

時等における河川管理のより詳細な情報が素早くの入手できるよう

になり、迅速な対応が可能になりました。 
 

●ＣＣＴＶカメラを多摩川 27 箇所、浅川 5 箇所に設置しました。 

CCTV は河川の監視をするためのカメラシステムです。必要な時にい
つでも河川の状況を把握することができます。 
緊急時にカメラを通じて河川情報を瞬時に把握し、迅速な対応が可能
になりました。また、京浜河川事務所のホームページでも見ることが
できるので、家にいながら洪水時の川の状況が確認でき、避難など取
るべき行動の判断の目安になります。 

 

●緊急河川敷道路を 1,140m 整備しました。 

平成 13・14 年度には 1,140m の区間で整備しましたが、既に整備さ
れていたものと合わせると、全体で約 28km のネットワークができま
した。 
整備された区間において、震災等の緊急時の物資輸送用ルートが確保
され、非常時に備えることができました。 

 
 

資料： 京浜河川事務所ＨＰ

河川管理用光ファイ
バー整備状況（平成
13・14年度実施） 
●多摩川:約 40km 
●浅川:約 12im 
（左右岸合わせた数

字） 

④ 超過洪水対策を行います 

⑤ 広域防災対策を行います 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（６） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 

多摩川左岸世田谷区 

効果 

効果 

実施 

実施 

実施 

効果 

実施 

効果 

※覆土後の植生回復により普段の
自然環境に配慮しています。 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢

実
施
状
況
と
そ
の
効
果

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（６） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 
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【トピックス～大師河原河川防災ステーションに着手】 

 多摩川沿線における「防災に強いまちづくり」の第一歩として、川崎市との共

同により大師河原一丁目地区に河川防災ステーションの計画がスタートしまし

た。大師河原一丁目地区のステーションは、広域防災拠点である「東扇島地区と

の連携を図ることで、川崎市の主要部分の被災に太子、迅速・的確な復旧活動が

可能になります。 

 

■防災ステーションとは 

 災害時には、救助・復旧活動の拠点や避難場所になる一方で、平常時にはレ

クリエーション活動の場、水防・消防・救助等の防災関連の訓練・見学・学習

の場などとして、多目的に利用できる施設です。 
 

 

 

                                              

                                               

                                               

                                             

                                                

 

                                                

                                               

 

                                              

                                               

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（７） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 

 
～大師河原河川防災ステーションの平常時イメージ～ 

  

○身近なリフレッシュ・ 

レクレーション空間 

 

○多摩川の自然に触れ合う場 

 

○防災意識啓発活動の場 

 
○船着場を活用した水上バスの就航 

 
～大師河原河川防災ステーションの災害時イメージ～ 

  
【震災時】 

○避難場所の確保 

○緊急避難者への迅速な対応 

・水・食料・緊急物資の供給 

・負傷者の救援 

 ○復興への手助け 

・瓦礫処理（搬出） 

 

【水害時】 

○破堤・氾濫時の迅速な対応 

○避難場所の確保 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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●国土保全情報管理の収集･提供 

水位､雨量､流量など水文データを継続して計測しています。また､イン
ターネットなどを通じて計測結果も公表しています。 
市民の洪水等に対する関心に応えることができるようになりました。 

 
●河川の形状機能 

継続して河川巡視を行っています。 
日々の巡視で、多摩川の変化に素早く対応しています。 

 
●河川管理施設の機能 

河川管理施設の操作を行っています。 
適切な操作が、河川の安全な維持管理につながっています。 

 
●広域防災機能 

緊急船着き場 2 箇所、緊急用河川敷道路 27km の維持管理をしていま
す。 
緊急時への備えを進めています。 

 
●洪水･高潮対策の体制 

H13 年度 2 回（注意）体制､そのうち 1 回警戒体制へ移行。 
H14 年度 3 回（注意）体制､そのうち 2 回警戒体制へ移行。 
洪水･高潮時でも、関係機関と連携して迅速な体制を確保し、住民のみ
なさんが安心して過ごせるようにしています。 

 
●洪水･高潮対策の復旧 

H13 年 9 月台風 15 号  多摩川 13 箇所 
H14 年 10 月台風 21 号 多摩川 9 箇所 浅川 1 箇所 
被災したところは、すぐに復旧し、安全な川づくりを目指しています。 
※復旧箇所については、p2、p3 の「出水の状況」に示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

【トピックス～洪水対策の体制】 

平成 13 年 9 月出水および平成 14 年 10 月出水の際、京浜河川事務所が関係機
関と連携を図った対応について紹介します。 
●平成 13 年 9 月台風 15 号 
 ＜水防警報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の対応として、以下のことを行いました。 
河川管理施設の操作、高水流量観測、堤防・河川管理施設等の見回り、内水
排除作業（大田区田園調布 5 丁目地先）、多言語（8 カ国語）による情報提供
（ホームページにて）、占用者への情報提供、ホームレスへの情報提供（チラ
シ配り）、浸水被害懸念地区への対応、マスメディアへの記者発表、ホームペ
ージによる情報提供、放送事業者（NHK）への CCTV 映像の配信 

 

●平成 14 年 10 月台風 21 号 
 ＜水防警報＞ 
 

 

 

 

 

 

 

その他の対応として、以下のことを行いました。 
河川管理施設の操作、多言語（9 カ国語）による情報提供（ホームページに
て）、浸水被害懸念地区への対応、マスメディアへの記者発表 

○洪水、高潮等による災害を防止、または被害を最小限におさえ

るために～治水に関する維持管理 

実施 

効果 

実施 

実施 

実施 

実施 

実施 

効果 

効果 

効果 

効果 

効果 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

 

戦後最大規模の洪水を治水の目標にします（８） 
2.平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action1 
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多摩川への理解を深め価値を共有するため、多摩川流域リバーミュージアム計画
を実現します。 
 
 多摩川流域リバーミュージアムは、多摩川に対する理解不足から発生する環境
や景観の破壊、利用者同士の揉め事等を防ぐ上で、自然の実態、生態系、川にま
つわる歴史や文化など、多摩川の持つ価値を広く啓発していくために、多摩川水
系全体を博物館ととらえ、万人が多摩川の持つ価値を学習し、認識ができるよう
にするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多摩川の生態系を回復させることを目的にして、環境整備に取り組みます。 
・ ワンドの整備 
・ 魚道の整備 
・ リバービオコリドーの整備 

 

 

   ⇒ action４ 参照 
 

 

 多摩川が人と自然、人と人とのコミュニケーション空間となるような環境整備
をすすめます。 

・ 水辺の楽校 
・ 水辺再発見プロジェクト 
・ 岸辺の散策路 
・ 川の一里塚 
・ 水と緑のネットワーク 
・ 渡し 
・ ＴＲＭ情報拠点 

 

 

 高齢者や障害者の方にも、気軽に多摩川に訪れてもらうため、バリアフリー化
を推進します。 

・ 緩傾斜坂路（スロープ） 
 

 

 多摩川の歴史文化を多くの方に知ってもらうために、多摩川や流域の歴史・文
化の情報を収集し、多摩川への来訪者などへ積極的に提供していきます。 
 

 

 ・河川環境の秩序ある保全と利用、人と川とのふれあい機能を維持していきま
す。 
 ・多摩川流域の各主体が連携を図り、きめ細やかな河川管理をめざします。 
 ・河川環境管理計画を尊重した河川管理を行います。

 多摩川流域リバーミュージアム（ＴＲＭ）の実現に向けて、

生態系の回復、人と川のふれあい、福祉、歴史文化などのそれ

ぞれの視点から、整備や支援を行っています。 

 ＴＲＭを進めるにあたっては、市民のみなさんや流域自治体

との連携により「多摩川らしさ」を共有し、ひとつひとつの取

り組みを協働の精神で行っていくことが大切と考えています。 

①豊かな自然を守るために～生態系保全回復関連対策 

②きれいな水、安全な水をもとめて～水環境関連対策 

③憩い、遊び、学べる川をめざして～人と川のふれあい関連対策 

④多摩川をバリアフリーに～福祉関連対策 

⑤文化を育んできた川だから～歴史文化関連対策 

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（１） 
1.整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action2 

河川環境を保全するために～河川環境に関する維持管理 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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●ワンドを２箇所整備しました。 

 

 

 

 

                      あきしま水辺の楽校     かわさき水辺の楽校 

ワンド（本川とつながった入り江状の静水域）を整備しました。 
ワンドにより、流れの緩い静かなところができたため、稚魚の生息場
や隠れ場、洪水時の魚類の避難場になっています。 
魚類だけでなく、流れの緩やかな水域を好んで生育する植物も見られ
るようになりました。 
静かな水面は、それを見る人にも、ゆったりとした気分を与えていま
す。 

●リバービオコリドーを２箇所整備しました。 

 

   

 

 

 

グランドなど人々が利用する場所が連続している河川敷に、自然な生
き物が住みやすい場所をつくって
います。 
もともと多摩川にあったような樹
木（オニグルミ、エノキ、ハンノキ
など）を植えているので、多摩川の
本来の姿を取り戻すことにも一役
買っています。 
また、今まで緑の少なかった場所が、
リバービオコリドーによって、潤い
のあるほっとする空間に生まれか
わりつつあります。 

 

 

 

 

 

●魚道を３箇所整備しました。 

 

 

 

 

 
          日野用水堰（右岸側）           羽村取水堰            白丸ダム 

魚類の移動を妨げる堰や床固め・ダムなどに、関係機関と協力し、魚
道を整備しました。 
なお、白丸ダムについては、魚道の整備を完了し、管理を東京都に移
管しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 14 年末の時点で、魚の行き来が可能な区間は、河口から 41km に
まで増えました。今後は、JR 八高線、JR 中央線の床固めに魚道を設
置し、河口から 62kmの区間を魚が自由に行き来できるようにします。 

●多自然型川づくりを進めています。 
災害復旧などの河川工事の
際には、できるだけ自然に
配慮した工法を用いること
を基本にしています。 
工事による生態系への影響
が緩和されています。 

①豊かな自然を守るために～生態系回復関連対策 

リバービオコリドーの植樹の様子 

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（２） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action2 

神奈川県川崎市中区宮内地先における
多自然工法による施工の状況

実施 

効果 

整備後のイメージ 

実施 

効果 

実施 

実施 

効果 

効果 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

遡上延長 河口から62km 

（H19末予定） 

遡上延長 河口から41km 

（H14末時点） 
 

整備計画上の 

位置づけ 

 整備状況  
（平成 14 年 11 月現在）  

 

：行き来できる施設 

：行き来が困難な施設 

：遡 上 が 困 難 な 魚 道  

：行き来ができるところ  

凡例  

 

：現状で行き来できる施設 

：現状で行き来が困難な施設 

：改築または新築が位置 

づけられ、今後整備する魚道 

：改築または新築が位置 

づけられ、整備された魚道 

凡例 

*治水上堰対策が

必要な箇所 
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●永田地区の自然再生に取り組んでいます。 

＜生態系を復元するための取り組み＞ 
 

多摩川の永田地区（河口から 52km 付近）では、生態学的な観点によ
り河川を理解し、川のあるべき姿を探るために、大学等の研究者など
と共同で本来の生態系の回復に向けた研究を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜礫河原の再生＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜施工後のモニタリングとさらなるステップへの展開＞ 
 

礫河原の再生により自
然に与えた人為的な影
響（インパクト）を受
けて、生態系や河川環
境がどのように変化し
たのか（レスポンス）
についてモニタリング
を実施し、その結果を
「今後の自然再生のあ
りかた」に反映させて
いきます。 

 
＜市民・研究者・行政の連携による取り組み＞ 

永田地区での研究は、1995 年度から行われています。研究の成果は「市民
合同発表会」を通じて、市民の方々に公開されており、市民と研究者の共
同での研究も行われるようになりました。行政もこれらの取り組みをバッ
クアップしています。 

＜取り組みの効果＞ 
多摩川本来の自然を再生しようとする取り組みは、すぐに結果がでるもの
ではありません。しかし、この取り組みを市民・研究者・行政が連携して
行うことで、多摩川のあるべき姿を共有し、それに向かって進むことがで
きるようになったことは、大きな取り組みの効果と言えます。 

高水敷を掘削し、礫河
原を造成することで、
洪水時に冠水しやす
い地形とするととも
に、河道を拡げること
で、洪水時の河床低下
を緩和する効果につ
いても考慮されてい
ます。 

資料：パンフ「多摩川永田地区における自然再生」

資料：パンフ「多摩川永田地区における自然再生」

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（３） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action2 

効果 

実施 

実施 

実施 

実施 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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・ ＴＲＭの活動情報紙として平成 14 年 2 月から「Ｔ
ＲＭ通信」を発行しています。 

・ 平成 16 年 1 月現在、第 6 号まで発行しています。

 

 

 

 

 

 

 

             action4.水流実態解明プロジェクト参照 

 

 

●ＴＲＭ現地情報拠点を 1 拠点設けました。（二ヶ領せせらぎ館） 

 

 

 

 

 

 

 

＜二ヶ領せせらぎ館でのＴＲＭ関連イベント（平成 15 年度）＞ 

・ 環境学習プロジェクト：植物観察会、石の不思議と石のアート、川のいきもの
と水質、多摩川教室、ネイチャークラフト、野鳥観察会など。 

・ 水の安全プロジェクト：子供と大人の川の安全教室。 
・ かわさき水辺の楽校：ビオトープ完成式典、魚釣りと水質調査、せせらぎ池の

掃除、奥多摩サマーキャンプなど。 
 

＜二ヶ領せせらぎ館での活動内容＞ 

・ ＴＲＭホームページの閲覧 
・ 高精彩画像の放映 
・ 魚道のリアルタイム映像の放映 
・ デジタル野帳システムの貸出し 
・ デジタル顕微鏡の利用 
・ 自然観察等の器材貸出し 
・ 現地観察マップの配布 
・ 多摩川での活動プログラムの相談 

 

＜ＴＲＭ通信の発行＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＴＲＭ情報拠点の効果＞ 

開館後、年間 2 万人前後
の人が訪れています。も
うじき10万人を突破する
見込みです。来館者には
リピーターが多いのが特
長です。 
このように、せせらぎ館
は着実に多摩川流域の情
報拠点として根付いて来
ています。 
二ヶ領せせらぎ館を運営
するＮＰＯ、それを支援
する行政、利用する市民
のみなさんが、それぞれ多摩川に向き合っていく中で、多摩川に関心
を持つ人々の輪が広がり、 
より活発な活動がくり広げられるようになってきています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラム～「多摩川流域リバーミュージアム」と「多摩川エコミュージアム」】
 「多摩川エコミュージアム」は、多摩川をはじめ，川崎市内各地にある自
然や歴史・文化・産業遺産などを現地にて保全・継承するとともに，楽しみ
ながら学び，これらを将来へ引きつぐもので、市民活動を中核に行政や企業
と連携しながら進んできました。平成 14 年 7月には「NPO 法人 多摩川エコミ
ュージアム」が設立され、せせらぎ館を拠点施設として活動しています。 
 「多摩川流域リバーミュージアム」は多摩川流域の自然・歴史・文化・景
観などを多くの人に知ってもらい、かけがえのない財産として共有していく
ことを目的とし、市民や行政と連携を図りながら推進する河川整備計画のプ
ロジェクトの１つです。その現地情報拠点のひとつとしてせせらぎ館を位置
づけています。 
 組織、運営の違いはありますが、せせらぎ館を中心に誰もが多摩川への理
解を深め、価値の共有を目指すものです。 

③憩い、遊び、学べる川をめざして～人と川のふれあい関連対策

二ヶ領せせらぎ館は、「多摩川エコミュージ
アム構想」の運営拠点・情報センターとして
開館しましたが、平成 13 年 7 月に、ＴＲＭ
の情報拠点に位置づけられ、ＴＲＭのモデル
事業に取り組んでいます。 

二ヶ領せせらぎ館 

②きれいな水、安全な水を求めて～水環境関連対策 

実施 

効果 

資料：二ヶ領せせらぎ館 

年度別来館者数
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累計（右の目もり）

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（４） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action2 

記
述
内
容
と
取
り
組
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姿
勢 
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と
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●水辺の楽校として今までに 5 箇所登録、うち 3 箇所の施設整備を行いました。 

＜狛江水辺の楽校＞ 
 
 
多摩川ではじめてでき

た水辺の楽校です。平成
13年1月に登録されまし
た。 
 
 
 
地元の多くの小学校で

の自然教室や環境学習の
場として活用されていま
す。平成 13・14 年度に
は、60 回のイベントが催
され、のべ約 2,100 人の
参加がありました。 
また、狛江水辺の楽校での活動内容について、子ど

も達やサポートする市民の方々が中心になって報告す
る会を開催しています。その成果は、右のような冊子
にまとめられ、子ども達の発表内容がひとりひとり詳
細に記録されています。このような報告＆記録の作業
が、子ども達の学びの姿勢を育てています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜あきしま水辺の楽校＞ 
 
日野用水堰上流左岸にあ

る水辺の楽校です。平成 15
年 1 月に登録され、同年 5
月に開校しました。 
 
地域の体制づくりからボ

ランティアや地域の方々と
協力しながら、ワークショ
ップや話合いを通じて整備
を進めました。 
水辺が自然体験の場、遊

びの場として活用されてい
る一方、施設整備後の環境
調査を市民が中心になり行
っています。 
＜かわさき水辺の楽校＞ 

 
川崎市の子供達を対象とし

た水辺の楽校です。平成 13 年
1 月に登録されました。 
 
宿河原地区と等々力地区で

主に活動をしていますが、川
崎市内にとどまらず多摩川の
源流から河口までと、とても
広い範囲で活動をくり広げて
います。平成 14 年 7 月から平
成 16 年 1 月までの間に、宿河
原と等々力を合わせて 44 回
のイベントがあり、のべ約
3,400 人の参加がありました。 
常連で参加する子ども達が

多いのも特徴で、川遊びの得意な子ども達が増えています。 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 資料：狛江水辺の楽校ほーむぺーじ 

資料：京浜河川事務所ホームページ 

【トピックス～日野（潤徳・滝合）水辺の楽校】 
平成 12 年度に、浅川に隣接した日野市潤徳小学校と滝合小学校が水辺の楽校
に登録されました。今後の施設整備のあり方や活動方針について、小学校や地
元の方々と協議をしながら進めています。 

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（５） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action2 

実施 

効果 

効果 

効果 

実施 

実施 

宿河原地区のワンドでの観察 宿河原地区のスロープ整備

等々力地区での活動の様子（写真提供：かわさき水辺の楽校とどろき校） 
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●岸辺の散策路を７区間・2.0km 整備しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水辺に近づけるように、河川敷に小径を設けました。 
岸辺の散策路ができたことで、水際により近い場所を散策することが
可能になりました。 

 

 

 

●緩傾斜坂路懇談会を開催しました（大田区）。 
 
大田区内の田園調布
ならびに鵜の木に設
置する緩傾斜坂路の
整備について、住民、
地元自治体、河川管理
者による懇談会を開
催し、意見交換を行い
ました。 
 
懇談会で出された意
見を、実際の緩傾斜坂
路の設計に反映させ
ています。 

 
 
 
 
 
 

●緩傾斜坂路を 8 箇所設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
堤防に設置した勾配の緩やかな通路（スロープ）を整備しました。 
スロープを使って、小さな子ども・お年寄り・身体に障害のある人な
ど、様々な人の川の利用が可能になっています。 

 

●癒しの川づくりセミナーを開催しました（平成 15 年度）。 
多摩川は「多摩川癒しの会」により、健康回復、癒し、セラピーの場として利用

されており、その活動は全国に注目されています。 
平成 15 年 7 月 21 日に「癒しの川づくりセミナーin 多摩川」が二子玉川で開催さ

れました。 
 

 

 

 

 

 

多摩川での取り組みと全国の取り組みが一堂に会して発表され、「癒しの川づく

り」のあり方が活発に議論されました。この議論の内容を、今後の川づくりに反

映させていきます。 

④多摩川をバリアフリーに～福祉関連対策 

多摩川左岸 大田区南六郷

多摩川左岸 世田谷区兵庫島

実施 

効果 

効果 

実施 

実施 

効果 

世田谷区喜多見地先 

実施 

効果 

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（６） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action2 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

二子橋上流 右岸
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●地域史家の方をお呼びして、多摩川シンポジウムを開催しました。 
「多摩川を歩く」と称して、地元の歴史に詳しい方や一般の市民の方々
と一緒に多摩川を歩き、地域を再発見するイベントを開催しました。 
このシンポジウムは平成 10 年から開催されており、現在 6 回を数え
ています。 
このイベントの成果は、パンフレットや京浜河川事務所ホームページ
で公開され、広く親しまれています。 

＜平成 13 年 11 月 是政・府中編＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●京浜河川事務所ホームページや多摩川流域リバーミュージアムのホームペー
ジでは、歴史文化の情報も展開しています。 

「多摩川の湧き水を訪ねて」「水辺を歩こう多摩川」などのコンテンツ
で、多摩川の歴史文化に関する情報を提供しています。 
市民のみなさんの多摩川への興味に応えています。 

＜ホームページのコンテンツの例＞ 

 

 

 

 

 

 

●平成 13 年に「新多摩川誌」を発行しました 
昭和 61 年に発行された「多摩川誌」を時代の変化に伴い増補改訂し
ました。「新多摩川誌」は CD-ROM により電子化もされています。 
多摩川に関心を持つ様々な人々にとって、多摩川の情報を共有するた
めの基本財産となり、図書館等でも閲覧ができるようになりました。 

⑤文化を育んできた川だから～歴史文化関連対策 

実施 

実施 

効果 

実施 

効果 

効果 

 

「多摩川流域リバーミュージアム」を実現します（７） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action2 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

・歴史的遺産の多く遺される是政・府中を、地域史研究家とともに散策し、散策終了後ディスカッ

ションを行いました。 

・川と人との関わり合いの中で生まれた歴史をなんとか次の世代に語り継いでいきたい、多摩川の

川原の歴史と自然に親しみたい、など、活発な意見交換が行われました。 
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行政と住民が協力しあい、自然豊かな川づくりをめざします 
多摩川流域の自治体・市民団体などさまざまな主体をリンクアップしながら市
民参加を支援します。 
河川管理者、関係機関、自治体、学識経験者、自治会及び市民団体等が、それ
ぞれの役割を認識して有機的な連携を図りながら、河川管理をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

整備計画の策定は、住民や流域自治体と河川管理者が「協働」

してつくりあげました。 

維持管理も、多摩川のよき伝統である「協働」の精神で行っ

ています。 

また、維持管理は、平常時・非常時ともに適切かつ機動的な

対応をとることを努めています。 

 

協働の維持管理をめざします（１） 
1. 整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action3 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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資料：パンフ「捨てない心が多摩川をきれいにします。」 

 

 

 

 

 

 

 
 

●不法占用や不法行為などに対しては、市民や地元自治体、関係機関と連携し、
協議会などの話し合いの場を持ちながら取り組んでいます。 

＜秩序ある利用形態＞ 
「多摩川下流部水面等利用者協議会」で不法係留対策について協議し
ています。この協議会は、学識者、市民、水面利用者、行政からの代
表者により構成されています。平成 14・15 年で 2 回の協議会が開催
されました。 
市民や自治体と連携する体制が整いつつあります。 

 

＜河川美化体制＞ 
自治体が主催し、市民が参加する「多摩川クリーン運動」を支援して
います。 
クリーン運動は H13 年度約 92,000 人､H14 年度 94,00 人の参加があ
り、年々増えています。 
この運動により、平成 13 年度
には 150.4 トン（2t トラック
約 75 台分）のゴミが回収され
ました。 
市民みずからが川をきれいに
しようとする姿勢が現れてい
ます。 
 

●リバーシビックマネージャー制度を創設しました。 

住民ボランティア活動の一環として河川管理
の一部を支援していただく、日本で初めての
制度です。 
その活動は、「川の市民情報」を通じて公開さ
れています。 
リバーシビックマネージャーの方々からいた
だいた意見などに対応することで、よりきめ
細かい河川管理を目指しています。 

 
 

 
 
 
 

 

●多摩川相談室を開設しました。 

市民と協働して多摩川を見守るシステムの１つです。 
 電話、ＦＡＸ、インターネットを通じて市民からの要望、意見、質問
や水質事故等の通報を受け付けています。 
平成 13 年度には 269 件、平成14年度には 473件のご意見・ご要望・
質問等がありました。これらの声を、多摩川の＜いい川＞づくりに反
映させています。 

●市民とともに河川空間を点検する「川の通信簿」に取り組みました。 

平成 14 年度および平成 15年度に、市民と河川管理者が、河川空間の
点検し評価する「川の通信簿」を実施しました。 
市民と河川管理者が、一緒に河川空間を点検することで、問題を共有
化し、今後の対策について共に考えることができます。        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

狛江水辺の楽校 かわさき水辺の楽校 昭島水辺の楽校

資料：京浜河川事務所ホームページ

 

協働の維持管理をめざします（２） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action3 

協働の取り組み 

実施 

効果 

効果 

実施 

実施 

効果 

実施 

効果 

実施 

効果 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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●河川環境のモニタリングを行っています 

・水辺の国勢調査を定期的に実施しています。 
・洪水攪乱後のモニター調査を市民と合同で実施しています。 

平成 13年 9 月の台風 15号による出水で、河道や河川敷に大きな変
化が起きました。そこで、洪水で発生した多摩川の環境の攪乱状況
を詳細に把握するとともに、その復元過程を解明するため、河川環
境モニター調査を流域の市民と河川管理者が合同で、10月 6日に 7
地点（六郷橋下流、兵庫島、二ヶ領宿河原堰、上河原ワンド、府中
四谷橋、秋川合流点、永田地区）の現地調査を行いました。 
調査結果は、下図のようにまとめられ、TRM のホームページで公
開されています。 
 

・洪水撹乱後のモニター調査は、平成 11 年度から行われており、同じ
場所を継続的に調査してきたこともあり、それぞれの市民がテーマ
を持ち、積極的に各地点の環境の変化を知ろうとするきっかけとな
っています。 

 

 

協働の維持管理をめざします（３） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action3 

実施 

効果 

モニター結果の例 
（TRM のホームページで公表されています） 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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多摩川流域の水の循環を解明するため「水流実態解明プロジェクト」を
推進します。 
 現在の多摩川の水量・水質の変化や、水の利用状況等を調査・研究し、
その実態を明らかにする目的で行われるのが、「水流実態解明プロジェク
ト」です。 
 多摩川の水を今後も利用し続けていくためには渇水時の対策や、雨水の
地下への浸透による保水、地下水の保全、湧水の保全等が必要となってき
ます。それを円滑に行うには、森林保護・育成し、できる限り地面が水分
を吸収できる環境をつくらなくてはなりませんし、都市部や住宅地におい
ては、浸透舗装や浸透マス・浸透トレンチ等を設置することで、地下への
雨水の浸透を促す必要があります。 

 
本プロジェクトでは次のような調査が予定されています。 
① 河川流量の挙動調査 
② 支川・水路の流量調査及び湧水実態把握 
③ 水利用の実態調査 
④ 地下水位の実態 
⑤ 本支川浄化機能の総合的評価調査 
⑥ 面源負荷状態挙動調査 
⑦ 有害化学物質、病原性微生物の実態調査 
⑧ 生物状態調査 
⑨ 処理水流下状態挙動調査 
これらの調査結果に基づいて、多摩川や本来の豊かで清らかな流れに戻す
ための整備や管理が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「水流実態解明プロジェクト」では、水流の実態を明らかに

するとともに、多摩川の水に対する沿川住民のみなさんの要望

をできる限りかなえることも重要と考えています。 

 ここでも「協働」の精神にのっとり、流域の意向アンケート

や水流解明キャラバンなどの取り組みを市民のみなさんや流域

自治体と協力して行っています。 

 

水流実態解明プロジェクトで水流の調査・研究を行います（１） 
1. 整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action4 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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●水流実態解明プロジェクトを進めています。 
多摩川流域の水循環の実態や状況を調査し、多摩川とその支川にふさわし

い水の流れや水質を解明していくプロジェクトです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●流域のみなさんの多摩川の水に対する意向を把握し、将来の対策につ
いてともに考えていくための取り組みを行っています。 

＜アンケート調査＞ 
多摩川本川および主要な支川が流れる地域の住民2000人を対象に
アンケートを行いました。 
市民の多くが、多摩川の水を流域共通の問題としてとらえているこ
とが確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜水流解明キャラバン＞ 
水流解明キャラバンは、市民と行政で一緒に水流に関する現地を確
認し、意見交換を行うものです。これにより、それぞれの地域にお
ける水流の問題・課題を共通認識としてとらえようとしています。 
平成 13・14 年度は、支川の野川、平瀬川・二ヶ領用水、浅川でキ
ャラバンを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地を歩きながら、問題点をひとつずつ確認することで、さまざま
な問題を共有することができています。 

 

 

●多摩川流域の水の流れを解明するために、情報やデータの収集や水の
流れを再現する水循環モデルづくりに取り組んでいます。 

・水流関係情報の収集 
・水流再現モデルの検討 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

◆野川流域での意見 ◆平瀬川＆二ヶ領用水での意見 

◆浅川<Part1>での意見 ◆浅川<Part2>での意見 ①流域の意向把握 

②水流実態の解明 

 

水流実態解明プロジェクトで水流の調査・研究を行います（２） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action4 

実施 

実施 

効果 

効果 
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超過洪水対策（高規格堤防）を行います。 
 

 超過洪水とは、計画の規模を上回る洪水のことで、これに対する対策とし
て高規格堤防（スーパー堤防）の整備があげられます。 
 
 首都圏を破壊的な被害から守ることを目的としたスーパー堤防は、河口か
ら左岸・丸子橋、右岸・第三京浜多摩川橋梁付近までは推奨区間として、ス
ーパー堤防とまちづくりの一体的整備について提案や検討を進めていきます。
また、その上流から日野橋までは候補区間として、地域のまちづくりの機運
などを勘案し、検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 平成 13 年 2 月に策定された『多摩川沿川整備基本構想』に

示されている「推奨区間」と「候補区間」で、洪水や地震に強

く、また水と緑に親しむことのできる水辺空間を創造すること

ができるスーパー堤防の整備を進めています。 

 すでに施工している区間もありますが、今後整備の必要な区

間では、市民のみなさんや関係者へのサポートを行うための

「まちづくりサポートシステム」の設置を行い、勉強会などを

実施しています。 

 

スーパー堤防の整備を進めます（１） 
1. 整備計画での記述内容と取り組み姿勢 

計画の内容～action5 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 

第三京浜多摩川橋梁 

丸子橋 
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●高規格堤防の整備を進めています。 
    ◆平成 12 年度までに完成または一部完成した区間 

＜推奨区間＞ ・戸手地区（一部完成） 
         ・多摩川二丁目地区（完成） 

     ＜候補区間＞ ・大丸第一地区（完成） 
            ・染地地区（一部完成） 
            ・鎌田地区（完成） 
 
    ◆平成 13・14 年度に施工をはじめた区間 
      ＜推奨区間＞ ・古市場地区 
             ・下丸子地区 
      ＜候補区間＞ ・大丸第二地区 
             ・矢野口地区 
 

超過洪水への安全性が高まると同時に、川と一体となった街づくり
が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成 12 年までに完成または一部完成した区間 
＜推奨区間＞ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スーパー堤防」の事業は、世代を越えて粘り強く取り組んでいくべき、息の長い

事業です。 
よりよい街づくりとより安全な川づくりを目指し、地域の合意が得られた地区から

事業を進めています。 
現在事業の進んでいる地区を紹介します。 

 

スーパー堤防の整備を進めます（２） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action5 

効果 

 

■戸手地区 

■多摩川二丁目地区 

着工前          平成 14 年 12 月         一部完成 

着工前          平成 14 年 12 月          完成 

実施 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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◆平成 12 年度までに完成または一部完成した区間 

＜候補区間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成 13・14 年度に施工を行っている区間 

＜推奨区間＞ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

スーパー堤防の整備を進めます（３） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action5 

 

■古市場地区 

着工前          平成 14 年 12 月      一部完成後(平成 16 年 2 月) 

着工前          平成 14 年 12 月       完成後(平成 16 年 2 月) 

着工前            完成後 

■大丸第一地区 

■鎌田地区 

■染地地区 

着工前        平成 14 年 12 月          完成予想図 

着工前          平成 14 年 12 月         完成予想図 

■下丸子地区 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 
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◆平成 13・14 年度に施工を行っている区間 

＜候補区間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着工前             平成 14 年 12 月          完成予想図 

 

スーパー堤防の整備を進めます（４） 
2. 平成 13・14 年度の実施状況とその効果 

計画の内容～action5 

■大丸第二地区 

■矢野口地区 

着工前             平成 14 年 12 月          完成予想図 

記
述
内
容
と
取
り
組
み
姿
勢 

実
施
状
況
と
そ
の
効
果 



多摩川水系河川整備計画に則った整備を進めるうえでの課題（１） 

  

●土砂の移動に着目した「河道管理」の実現 今後、多摩川においては、次のような観点で、土砂の移動に着目した河道管

理を行っていくことが必要と考えています。 
多摩川では、社会経済活動上必要な堰を設置したことにより、二ヶ領上河原

堰上流部で見られるように土砂の堆積に起因して、整備計画目標流量を安全に

流下させるための河道断面が不足している箇所があります。 

 

●上流から河口まで一貫した縦断的で、かつ局所的な洗掘等にも配慮した横断

的な土砂の挙動に配慮した総合的な土砂管理を行っていくこと。 
また、ダムや堰などによって、土砂の移動に阻害が生じ、下流まで土砂が供

給され難くなることにより、みお筋が固定化し、河床の深掘れと砂州の陸域

化・樹林化が進行するという現象が顕著に見られています。 

例えば、 

・固定堰上流部の堆積土砂を下流に供給させ、みお筋の深掘れを軽減し、

流下能力の不足を解消すること。 
この現象が進行すると平成 13,14 年

の被災でもみられるように、洪水時の

流れが集中し、河岸に強く当たる箇所

では、河岸の侵食や局所的な洗掘を受

けるなど深刻な問題となっており、特

に堤防に近い場所での被災は、破堤に

つながりかねない、非常に危険な状況

です。 

・みお筋が狭く深くなり固定化された水衝部においては、対岸側を掘削し、

河床を整正することでみお筋の固定化、砂州の陸域化の解消を図り、洪

水時の河岸への水あたりを軽減すること。 

●これらの行為を観察・監視しながら取り組んでいくこと。 

 

そのために、京浜河川事務所では、今の多摩川の姿が形成されてきた経緯や、

多摩川の河道が持つ特性について、これまで以上に研究・分析を深めながら「河

道管理」に取り組んでいきます。 

 

堰

砂州

みお筋

四
谷
本
宿
堰

低水

高水敷
⑧(生態系保持空間)

H13.9撮影

　S49.9出水後、みお筋の固定化が顕著に。

さらに環境面でも、従来、玉石で覆

われた河原には、カワラノギクやカワ

ラバッタなど河原特有の生物が見ら

れていましたが、樹林化が進んだとこ

ろでは、その姿を確認することも少な

くなっている状況にあります。 

〈イメージ図〉 

 ◆現在の状況            ◆将来の状況

このように、今の多摩川の状態は、

水や土砂の流れ、環境の面でも決して

健全な状態にあるとはいえません。 
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【河床の深掘れと砂州の陸域化・樹林化】

S22撮影

S36.4撮影 四
谷
本
宿

みお筋

　昭和36年当時は低水路幅が広く、
現在の⑧（生態系保持空間）は砂州であった。

●（丸石）河原の復●玉石河原の復元 元
　・カワラノギクなど
　・親水性の向上
　・かつての景観を取り戻す

●河道断面の安定的確保
●河床低下の防止
●多様な生態系の保全（創出）

砂礫層

土丹層

攪乱依存種の保全河原特有の生物の保全 

ノギク

護岸

●砂州の陸域化と樹林化

●澪筋の固定化●みお筋の固定化 

砂礫層

土丹層

●かつての景観が損なわれた
●親水性の低下

●カワラノギクなど

護岸

河床低下と局所洗掘
河床低下と局所洗掘 

●礫河原の消失
、

●玉石河原の消失 
攪乱依存種の減少河原特有の生物の減少 

カワラノギク 



多摩川水系河川整備計画に則った整備を進めるうえでの課題（２） 

 

●今まで以上に、流域全体を視野に入れた取り組み 

多摩川水系河川整備計画では、健全な水循環系の実現に向けた流域対策等に

ついて必要な施策を講じるため上下水道、地下水、氾濫流など多摩川水系の河

川水が関わる地域についても計画対象区間としています。 

「水流実態解明プロジェクト」では、支川流域での水流解明キャラバンを実

施するなど流域を視野に入れながら取り組んでいます。 

また、「多摩川流域リバーミュージアム」では、多摩川水系全体を博物館と

とらえ、万人が多摩川の持つ価値を学習し認識することが計画に位置づけられ

ています。 

これら取り組みのより一層の拡充を図るには、さらに流域全体を視野に入れ、

次のような観点で、積極的な取り組みが必要不可欠と考えます。 

 

● 「水流実態解明プロジェクト」では健全な水循環系の解明のため、これま

で以上に、流域の概念を基本とした調査・研究を進めること。 

● 「多摩川流域リバーミュージアム」では現在も行われている源流域との交

流や支川での様々な取り組みを流域全体に広げ、これらの活動がより活発

化・ネットワーク化するための支援を積極的に行うこと。 

 

奥多摩湖 御岳渓谷 玉川上水 

秋川渓谷 

大栗川

東京都

山梨県

多摩川

日
　原
　　川

　川

浅川　

神奈川県

雲取山
笠取山

奥多摩湖

仙
　川

野
川

平
   井
  　 川

多摩川

平瀬川
清
水
川

小菅川

多多摩摩川川のの学学習習やや活活動動ののフフィィーールルドド  

上流ゾーン 

河口・下流ゾーン

万年橋 

直轄管理区間 

秋

将将来来的的にに拠拠点点をを「「源源流流域域」」やや  
                      「「支支川川」」へへ展展開開  

多摩川

　中流ゾーン 

そのために、京浜河川事務所だけでなく、流域内の都県、自治体はもとより、

流域住民のみなさんと、＊セミナーなどによる意見交換を積極的に行っていき

ながらお互いの情報を共有し、パートナーシップでよりよい川づくりを進めて

いくため、＊より一層の 力・協働体制を ていくことが必要であると考え

ています。 

多摩大橋付近の河原 二子玉川 兵庫島 

＊～＊ たたき台からの追加箇所 

 

協

多摩川台公園 多摩川河口 
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※ 写真：多摩川八景 
築い
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多摩川水系河川整備計画の今後の方向性 

 

●河川整備計画を着実に推進していきます。 

平成 13年 3月に多摩川水系河川整備計画が策定されてからの 2年余りの間、

その間におこった流域の社会状況、自然状況などの変化や新たな知見、技術の

進捗などを前提に、多摩川の整備・維持管理を河川整備計画に基づいて進めて

きています。京浜河川事務所では、現在までのところ、河川整備計画の内容を

見直さなければならないようなこれらの状況の変化は無いと考え、河川整備計

画に記載されている実施内容を着実に推進していきます。 

なお、推進にあたっては、特に前述の２つの課題『土砂移動に着目した「河

道管理」の実現』、『今まで以上に、流域全体を視野に入れた取り組み』に積極

的に対処するほか、その都度最も効率的・効果的であると考えられるメニュー

を優先的に取り組んでいきます。 
＊また、これらをはじめと

した整備計画に則った取り

組みについては、過去の出

水被害や規模を検証し、治

水事業の歴史的背景をお知

らせするなど、広報活動や

情報提供を積極的に取り組

み、流域住民にご理解、ご

協力が得られるよう進めて

いきたいと考えています。 

  さらに、必要に応じて環境調査を実施し、自然環境への影響を極力少なく

するよう検討・実施していきます。また、工事に関する情報は、適宜流域の市

民にも提供し、環境への影響を把握するために、工事実施後も継続して、生物

調査などを実施するモニタリングも行っていきます。＊

 

京浜河川事務所では、多摩川流域懇談会が主催する多摩川流域セミナー＊や

流域住民との現地確認＊などいろいろな機会を通じ市民と＊河川整備計画の精

神についてもその都度しっかり確認を行いながら、様々な＊意見交換し、さら

に多摩川流域委員会での学識経験者等の意見を聴きながら、河川整備計画をフ

ォローアップしていきます。その際には、多摩川水系河川整備計画フォローア

ップレポートを河川管理者が作成し、成果を積み上げながら継続的なフォロー

アップをしていきます。 

よりよい川づくりを進めて行くため、河川整備計画の前提となる洪水等防止

軽減水準の向上状況、流域の社会状況、自然状況、新たな知見、技術の進捗等

を監視し、整備計画に基づいて実施してきた施策の達成度や達成の方法を点検

しながら、よりよい方向へと軌道修正し、必要が生じた場合には整備計画その

ものを見直ししていきます。 

河川整備計画のフォローアップについては、まだ完成されたものではないの

で、試行錯誤を重ねながらよりよいものを作っていきます。 

●フォローアップを継続して実施し、よりよい川づくりを 
目指します。 

＊～＊ たたき台からの追加箇所＊～＊ たたき台からの追加箇所
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